
平成１９年５月１０日 
 
 

クロロプレンに関する欧州委員会からの異議告知書受領について 
 
 

電気化学工業株式会社 
 
 
 当社は平成１９年３月１６日に、また当社子会社デンカ ケミカルズ社（本社：ドイツ、

デュッセルドルフ）は、平成１９年３月１５日（現地時間）に、欧州委員会より、欧州に

おけるクロロプレンゴムに係わる競争法上の被疑に関する異議告知書※（Statement of 
Objection）をそれぞれ受領いたしました。 
 当社およびデンカ ケミカルズ社は、現在異議告知書の内容を確認中であり、弁護士とも

協議の上、回答書の提出等適切な対応をとる所存です。 
 なお、欧州委員会による最終決定まで、本件に関しましてはさらなるコメントを差し

控えさせていただきます。 
 

以  上 
※ ご 参 考 

  「異議告知書」とは、欧州独占禁止法違反の疑いに関する欧州委員会の暫定的な見解

（未確定）を示し、当事者の意見を求めるものです。「異議告知書」は調査途中の文書で

あり、同委員会の最終決定ではありません。同委員会による最終決定については、欧州

裁判所へ上訴することができます。 
 
〔本件お問い合わせ先〕 
  電気化学工業株式会社ＩＲ・広報室 次長 木全明典（きまた あきのり） 
  ＴＥＬ：０３－５２９０－５０７４ 

以  上 


